
公安委員会の開催概要

公安委員会は、令和５年４月27日（木）に開催された。

１ 決裁事項

・道路交通法の規定に基づく意見の聴取等について

２ 報告事項

(1) 警察職員の職務執行に対する感謝事例等について

県警察から、警察職員の職務執行に対する感謝事例等に関する報告があった。

令和５年１月から３月末までの間、警察活動に対して県民等から寄せられた感謝事例

等は11件あった。内訳は「警務警察活動」２件、「生活安全警察活動」５件、「交通警察

活動」４件であるとのことであった。

委員から、「苦情ではなく、感謝事例が多くなることを望みます。」との発言があった。

(2) 令和５年秋田県議会第２回定例会（５月議会）提出の議案等について

県警察から、令和５年秋田県議会第２回定例会（５月議会）提出の議案等に関する

報告があった。

令和５年秋田県議会第２回定例会（５月議会）提出の議案は、損害賠償事案の和解

に関するものであるとのことであった。

委員から、「職員にあっては、担当職務のルールを完全に習得していただきたい。」

との発言があった。

(3) 令和５年春の全国交通安全運動の実施について

県警察から、令和５年春の全国交通安全運動の実施に関する報告があった。

５月11日から５月20日までの10日間、「春の全国交通安全運動」が実施される。

同運動の全国重点を「こどもを始めとする歩行者の安全の確保」など３点、秋田県

重点を「こどもの交通事故防止～歩行者ファースト意識の浸透～」として、各警察署

において、関係機関・団体、交通ボランティア等と連携した各種行事、キャンペーン

を実施するとのことであった。

委員から、「運動を通じ、自転車利用時のヘルメット着用の努力義務化をたくさん

の方に知らせていただきたい。」との発言があった。


